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明治国家の思想としての

「文明開化の特権J について

田 中 明
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ffl思想の概念，特殊的規定 . 
〔ニ〕 r風俗J の思想の機能と構造 

I r政治風俗j概念め成立
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I 「独裁_!と 「文明」の思想構造

序 删- 問題の所在-

修者の意図は, がんらい，福沢論吉全集の編年史的研究に従うという点にもなく，ましてや，丸

山思想史学の方法論的檢討を行うという点に在る訳でもない。関心の所在を:^,地租改正のぎ施以前

に, さらに年代を限定すれば，廃藩置県の施行以前に, いかにして福沢の著{乍に第一の転回とよび

うる，思想の!^]的論理の構造変化の過程が生ずるに至るのか，という問題の解明にある0 しかして策
( I )  •

者の観点によれば，上述の r第一*の艇回J の過程は，幕臣福沢から平民論吉への転身にみられる個

人生活の環境変化に遺元されえない，思想構造の旋回過程としてのみ厳资に論定せらるべき問題と

着做しうるものなのである。なんとなれば，一A 六0 年代末葉から一八七0 年代初頭への，比較的

に短期間ではあるが思想史の一画期をなしうる，両三年間に福沢が公刊した著作を賞徹する思想構 
( 2 } .

造の内的論理の質的変化は，別壤過程を歩ty封建制度の遺産やあるより.も創生適程に挑む近代国家

の志向をあらわすが，いまだ形成の途上にある国家の思想はその基盤を確保しえず，それゆえに,

いかなる経清構造と政治構築にもその固有な基盤をおくものではなく，したがって，体制的に確立

せられた国家の構造の受動的な反映としては把握されえない思想であるから，われわれが，上記の

注（1) /llll 『福沢論吉研究』90*-169；ぽ参照。
(2) 遠山茂樹沢論告—— 思想と政治との関述- 31-44貝参照。

5 1 — -



-5H"

r三旧学会雑誌j 70巻 1 号 （1977年2 月）

期間に成立した福沢の著書を貫串する思想の構成を解明する場合には，思想の内的論理の構造変化: 

の過程を，経ホ過程と政洽過程の推移から直接に演譯する見地にたつべきではないが, 思想形成の. 

過程を観念論的に解釈し，近 代 「日本の思想J 形成にとっては次位の要因にすぎない宗教の影響を 

強調しうるとする観点もとりえない。われわれは，対象として措定された思想構造の変質過程を解: 

明すべき視座として，能動的反映論に依抛することにより機械的唯物論を克服すべきであろう。す 

なわち，われわれの研究の論旅においては，さ0 年代の末葉以後に，福沢の諸著に早くも現れネ思 

想の構造が,九0 年代の末葉以後に,体制的に?i 立せられる日本近代の国家t i 整の観念的が先取りと 

して，もしくは，絶対主義の統治形態に実現される近代国家り支配構造の表現として捉えられるに至 

るのである。しかして福沢の著作によれば，近代資本制国家の絶対主義的形態は， r文明開化 J の- 

r特権J としての「独裁;立君J の 「政体j のうちに求められる訳であるが，国家の本質規定的な関 

係を現象諸形態と混同して把握する福沢の意識は， f■独裁J の制度における r文明J の 精 神 を 「定 

律J の制度におけるr専制J の精神と混同しt : 把握する。本論の筆者はとぐに後半0 詣節において,- 

福沢が六八年前半期に『西洋事情外編』を刊行し，『初編』における r政治風俗」概 念 を r風併人 

心J 概念に従属せしめて，「人心」の運動に支配されるr政治J という見地に到達する過程に着目 

する。このような思想が成立をみるのは，『外編』め箸者が西欧近代の経済思想の導入に立脚し,封 

建日本の政治過程から遊離した政治思想を経済思想へと関連づけ，絶対主義の政治思想を自由主義 

の経済思想に附会せしめたことの結果にほかならない。「人心J なるものに支配されるr政治J とい 

う把握のうちには, 経済により政治の腐定される関連を表象する国家の思想が見出され，国家の思. 

想は近代の思想に基礎づけられながら成立するのであるが，外来の経済思想によりたつ在来の政治 

思想そのものが近代の思想へと転化する段階に在るものとは考えられない。そのような思想が結果 

するところ，「一̂国の人心J ないしは「人民の普力J のもとに，「政治」を従属せしめる「変す| t j の 

論理を貫く傍ら，「文明の精神」を実現する「開化の特権」を容認して，「事制J 主義の形態に「文
* ( 3 )

明J 国家の権力を求めえたものと考えられるから，かりにもわれわれが，確立時点の明治帝政を，

絶対王政と親定せんとして封建国家と調認するならば，福沢の思想に早くも現れる，絶対主義論の，

近代的性格は不当に軽視せられることになるが，これとはうらはらに，明治百年を越える近代国家：

に関する性格の規定を過度に強調し，絶対主義の機能形態を特定の期間についても故意に否認する.

ならば, 近代のロ本の思想にたいして刻印をあたえる，経済と政治の対立と結合の独特な構造を見.

錯る誤識をおかすことになろう。総じて云えぱ，近代日本の国家形態は，憲法制定後の時代におい

ても全般的危機が波及するまでぱ，立憲王制の機撒の形態における絶対ZE政の機能の形態において,-

ドイツ* ロシア墨[専制の天皇制の姿態における展開の形態と氣做しうるが，天皇制国家の階級的性

注（3) 巾村政则r日本資本主義確立期の旧家権力J (服511学研究会編『鹿史におけるra家権力と人民tiMm 参照0).
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明治国家め思想としての「文明開化の特権j について

( 4 )
胳は，資ネ主義の世界史的な発展に影響される後進® 型の産業本命の特質を考慮すれば,半お建的

ラルそタa•ジジ一
地生階級との同盟に依拠する近代資産階級独戴と規定することが可能であるから, r専制Jの r政府j 

を瘦えすことなしに「人民」に 「権力」を得せしめんとした，初期福 ；̂̂の国家思想は，"近代化，，路 

:線 の 「魯西亜」類型を思想に先取りしたものというべきであろう。 ■

第 - - 章 国 家 思 想 ま ?W究の方法と対象

ト ' ' ： ，- . ,

I 思想の概念，一般的規定

本節の論題は, ，日本における近代国家の思想構造を把握するすこめ，必要とされる範旧において， 

思想の概念を論定するという当面の課題に限定されるから，『経済学批判• 序言1 における土台.上 

部構造論について，「一般的結論J の理論的命題を体系的に再構成するが如き作業は本節の論究の 

範囲に属さない。しかしながら，ひとまず『批判 • 序言』の 「一般的結論J によれぱ，人間の存在 

が意識を規定し，存在と意識の次元の対立は，〔エ〕人間の物質的生活の社会的生産の;f i式が，社会 

f的精神的な生活過程一般を条件づける関係のうもに展開されて把握せられる，ばかりでなく, ' 〔I I〕 

生産諸関係の総体よりなる社会の経済的構造としての，実在的土台に照応する全上部構造の次元に 

も展開されることに留意すべきである。すなわち，経済的士台に照応すべき全上部構造の次元とし 

て，（1)特率の社会的な意識の諸形態，よりなる，精神的な一次元が，さらには，（2)政治^ 7ナ̂領 

.城により代表される社会的な，存在の諸領域の総体の一次元が，土台によりi をせられる汰元とし 

て提示せられる。力、くして，経済的土台の次元と上部構造内のニ層の次元がいまや二重の規定と 

:応の関係を成立せレめる。あるいは, . 二重の規定と照応の関係が, 〔互〕の(1)経済的下部構造と精神 

的上部構造, 〔冗〕の(2)経済的下部構造と社4 的上部構造，における土台のホ元と上部構造めニ層の
( 9 )  -

次元の交5 ：作用のうちに，示されるものと解すべきである。ちなみに, 『経済学批判J1 の基本的内 

想は，『資本論•第‘卷* 8の r第 1 篇 .第 1 敷] の論述においても展開せられるが，IT批判JIの["序

>±(4) 大塚久雄r産業取命の諸類厘■社会の構造変舉との関速において一J (『土地制!̂史学J第36号56ン7頁参照0)
( 5 )  K, Marx, Zur Kritik der politischen Okonomie, Vorwort, in: Marx-Engels Werke, Bd, XIII, (Berlin, 

19 6 1 ),S, 8-9.

(6) % 会的意識はIh会的存在に対応すべき椒念である。実在的土台は社会的存在の基として存在の次元に包含さ 
れる。

(7) Ibid., 8.にいわゆる法律.政治的な"V•上部偶造-なるものは政治的な領域により集約されるfi：会的な諸領域の複合体 

とみるべき’ものである。一•上部構造とは社会的'★、識との関速をあら-わすま現であちう々 、。しかりと女れば，社会的 
意識も上部構造內の社答偶遣に对ほされる精神的情造と看欺しうる。それゆえにまた，全上部構造も精神的ならびに 

ffii的な重層的構成よりなる諸次元の複合体としてあらわれる。

(8) Ibidン9. ft▲的な諸飢城は，舆在的土台の次元を基底•ろ& 会的#在の上®の次元である。
(9) 精神的上部溝造と社会的上部構造は，いずれも償；n的な用語法ではなく筆激が試みに;nいたま現であるといえよう。 

もとより傘者の点によれぱ,精神的構造は全上部構造の意識の次元をあらわし的}造は爾余の次元をあらわす0 

弗訳にさ、してI S的上部撒造を政治的上部そ博造と表現することも課譲であるとは論斯されえな'̂ '0 社会的上部偶逝の 
次元は政治的上層構築の値域を包含しつつもそれにより代まされうるからである

53
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r三旧学会雑誌j 70巻1号 （19774T-2 月）

言J の命題のよりよき理解のためにも，「第 1 部 . 第 1 篇J の 「第 1 章 ，第 4 節」の叙述に論及する
(10) (U )

という径絡は回避されがたい次節め課題に関して云えば，経済と宗教の関連の問題が，ヴュバァ

の視点のみならずマルクスの見地よりしても换討せらるべき論題となるから，経済思想を宗教思想 

に比定して把握する，f■第 1 ぎ . 第 4 節J に関説するととも必要なのである。しかレて「第 1 章 • 第 4 

節J によれば，上述の経済と宗教の想定と照応の関連は，〔A 〕商品生産が普遍的な一社会に社会的 

に照応的な宗教形r i r すなわち，宗教的な領域により代表される観念的な形態と土台の招互の関連， 

ならびに，〔B 〕経済思想と宗教思想が,経済と宗教の社会的諸関係を反照する意識諸形態間に生成 

する内的な関速の把握において表示せられる6 後者の場合は，諸次元間の交互作用が，〔B 〕の(a)土 

台次元のき汝構造と意譜^次元の6 ^ ^ 思想，および，〔B 〕の(b)存在次元の宗教構築と意識次元の宗教 

思想，という，関連のうちに例示せられる。，前者の場-合は，社会の経済的土台と宗教的上I脅の関連 

が，〔A 〕の(a)土台次元の金済構造と意識次元の宗教思想の関速の局面，のみならず，〔▲ 〕の(13)土台 

次元のi ★ 構造と存在次元の宗教構集の関速の局面，をあわせて，示すものと解せられる。しかして, 

〔A 〕の 構 造 と 宗 教 © £ n , ならびに，〔B 〕の(a)lfe済構造と経済思想，における，経済と®想の 

相互の関係は，丄1 ^とA 識の次元の対立，それゆえ，『批判 ♦序言'』の 「一般的結論J に則して云 

えぱ，〔m の(1)経済的下部構造と精神的上部構造の嵐定照応の交互作用の範式に対あする関係を具 

現する。そのさいに同時に注意さるべi •は，〔A 〕の(b)経済構造と宗教構築の相関の局面が, 〔A 〕の 

(«)経濟構造と宗教思想の関係よりしては推論されがたく，〔I I〕め(2)経済的下部構造と社会的上部構

' (ほ）
造の両次元間の相関把握に準拠してのみ理解されうる，ということである。ともあれ,問題の核心 

は, 〔B 〕意識の次元における経済思想と宗教思想の矛盾の展開のうちに,存在の次元における経濟構 

造と♦ み構築の関速が投影されうる, ということにある。意識の次元における経清と宗教のかかる 

関速の投影は, 〔II〕下部構造と上部構造の二重の規定と照i t、の関係の統一,としてのみ理解せられよ 

う。ちなみに,本節の論述の裡にも宗教構築と宗教思想の相関の間題が存する，とはいえ，たとえば 

政治構築と政治思想における，上部構造の単一*の領域の二次元間の相関の問趨ば,経済学批判の著者 

よりもむしろ丸山真男氏の主題にふさわしい対象をなすものと着做すべきである。しかしながら丸

注(10) UH■菊次[資本論と国家論— 力法の問題をめぐる一試論—— J (原ffl六郎編『資本主義と同家』69~86真。），の指摘 

を参照。
(11) 內ttl芳明『グュ一バー社会科学の基礎研究』ぼ文XKo ；. '
(12) K. Marx, Das Kapital, Kritik der politischen Okonomie, Bd. I, (Berlin. 1960), S. 84-85.

(13) Ibid., S. 85-87.內的なIMl述とは思想諸形態間の意識次元內的なIMJ速を意味する。
( 1 4 ) 宗教構築は宗教的t (域が代-まする存在次元のffiiが1%*̂ぶ造をまポする。

( 1 5 ) 宗教的，政'洽め…|^ 会的. 諸領域からなる一̂上部構造をさして社会的揺遣となづけるならば，赦論脈中の構遇槪念は,.

社会構/£ 体と同義にffll解されうるところの全社会棉迪の槪念と海同さるべきではない。
( 1 6 ) 経済学批判は一八冗九ィPのそれにかぎらず，f資本論』第-，卷(1867)以後め時期にいたる批判に具現するから,たとえ 

ぱS■资本論J1访三卷(1 8 9 4 )における，園家形態の丛礎解明に関迪を有する叙述の如きも檢时せらるべき論题といえよ 
う。.Vgl. Karl Marx, Das Kapital, Kritik dei* politischen Okoiiomie, Bd. Ill, (Berlin. 1959), S. 841-842.
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II •'制度における精神J

思想の把握に関りを有する，われわれの输述の文脈からみれば，丸山真男氏の思想お研究は，国

家の認識論的構造に思想の全体構造把握の基盤を-置くものとして評価に値するのである。しかして，

丸山真男氏の政治思想史が，がんらい，政治構造と政洽思想の領域の究明に向けられる独111の祝角

を保ちつつも，宗教に準ずる"思想"の"領域"を対■象に収めて, 政'構造と形態の相互の関連に

ついての解明を志向したことは，宗教社会学の方法的影響によるよりも日本の思想というそれに画
(17)

有な対象の然らしむる所であった。すなわち「日本の思想」によれば，日本における近代の国家の 
(18)

確* にさいし， I■伝統J 的宗教がその内面的r機軸J として，有効に作用しうるような伝統を構成

しないために, 「先進J 的思想の無秩序な流入と「後進」的国家の集権化の矛盾は，制度の中核と

しての天皇制を同時にまた精神的な中枢とする折衷の様式のもとに，原理的な解決もなくして便宜
(19)

的に収拾されざるを得なかったと云うのである。それゆえ，日本近代の国家権力は，制度的機構が

もつ機能にぐわえて，精神的「機軸」たるの使命をぉわされ，徹底的に内なるものでもなく，徹IS 
(20) ' (21) (22) 

的に外なるものでもない，非宗教的宗教，ないしは，むしろ政沿の術として，思想的 f■寬蓉J の
(ゥQ)

日本的"伝統"を雜持す'る反面では，「寛容の伝統J に違背する"異端"の思想を挑除する暴力の行使

としてたちあらわれた。. かくのごとく，政治的な権力が同時に精神的な権威として機能しうる，特
(24)

殊的に日本的な形態における近代の国家を対象にとれば, 丸山氏の思想史も，日本近代国寒の思想

史的構造を解明すべき視座として，政治的な「制度」における r精神」の宗i c 性よりなる全体構造
(25)

の把握を可能ならしめる方法概念わ設定を要請せられよう◊ そのさいに，対象の領域においす宗教 

が不在であれば，政治と対☆ ：する宗教の機能は思想に転嫁され，思想の次元においても政治思想と

注(17)丸山真男r日本の思想J!,岩波新書版1-̂ 66贾。以下頁数の表示は同新書版に依拠す。
(18)同上8-^9寅参照。 •
(19)同上28 3々1貢参照。
(20)同上33~34頁参照。
(21)■同上31〜32颇ほ。
(22)同上14~域参照。 ■
(23)同上6--8其参照。
(24)丸山奥ダ3 r超国家主義D説理と心理j (丸山r現代政治の思想と行動』増?i|}版17〜ISJt参jもU
(25)丸山其W m 本の思想J (九山『fl本の思想J! 36~さ7M 参照。） '
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I丄i氏に固有な倾域を度外視するとしても，われわれは既に思想の概念ニ把t屋の前提を得たのである。 

次節を展望すベく本節が措定しうる， 思想の概念は， 本節の範四において妥当な前提によれぱ, 

宗教により例示される存在次元の上部構造と，土台次元の経済構造の雨次元間め作用関連が,意識 

次元の上部構造へ反映せられた関係からなる思想の概念，もしくは，経済構造とま教構築の規定照 

応の作用関速が，実在的士台の次元に規定される意識諸形態の次元に反映せられ，を済思想と会み 

思想の関係のうちに展開せられる思想の概念としてあらわれる。
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まみ思想の癒合が派生するときは，"政治" とて®、想"の相互作用を'究明する作業が政治と宗教の速関

構造の研究に代位する。のみならず，他面においては宗教と経済の緊張の関係が不在であるから，

経済を r括弧J に入れて宗教に替る"思想" と経济に替る"政治"の連関の r構遺を捉える仮説を構
(28) ,

成する与件は存立する0 丸山氏がいわゆる独立の思想史の構築にさいして，思想の次元にみられる

政治思想と宗教思想の関速め問題をさておき，思想を越える政治的「制度j と1!^術的「精神」の開連

に則して，「制度J と r精神J の全体構造を俯職する視点より上部構造の"政 と ",i l i r の相関に

ついて研究するとき，経済構造と宗教思想の相互の関係にたいする究明を可能ならしめた，マック

ス，ヴ ュ バ ア の 宗教社会学に方法的接近を示すことも避けられぬ結果としては理解されう( I 。しかし

ながら，宗教社会学が全社会構造を，宗教に由来して経済に作用する，「倫理J と r精神J の概念に
(31)

おいて把握するとき, 丸山真男氏の思想史研究は，「倫理」と [精神』の概念によらずr制度j とT精

神』の把握において，上部構造の政治と思想の両次元間の関連の解明に迫りノ戸ら， r制庇における

精神』のもとに経済と宗教の作用関連の全体構造を望みえない憾みがあ;I f 宗教社会学の複眼的方

法か，宗教における思想を経済に関連せしめて，全社会構造の総括的把握を志向するものと評価さ

れ、るとき，丸山史学の"思想"の全体構造の把握は，"国家"において政治領域と宗教領域を総合しな

がら，政治と宗教の関連を度 J における r精神J の概念をかりて，上部構造の看:をとA ifcのニ .

大次元にわたる政治と思想のうえに移し措く'ものと解す可きで' る。かくして，丸山史学の思想把

握は，日本の思想という対象に影響せられ，政治と宗教の領域の問題を，存在と意識の次元の問題

と混同するという陥绳におちいる。そのうえ，存在次元の政治構造と意識次元の思想構造を，両者
(35) (36) . •

が立脚する「甚底] か ら [分離して認識する方法は，丸山氏に固有な政治学の視角の範囲内に対' 

象の諸領域を局限し，社会の構造を総括して把握する思想の概念を設定することを困難ならしめる。 

全社会構造の総括的把握の機能を保証しうる概念を設定すべく，われわれは，政治経済学の国家の 

概念を国家思想史の思想の概念と統一して把握する。われわれが，経済学というのは市民社会にっ

注(26) 丸山真rrスターリン批判jiにおける政治の論理j (丸山I■現代政治の思想と行動J1増補版31頌参照。）
(27) 丸山真男I•日本の思想J (丸山IT日本の思想』6Ko)
(28) 丸山其努[思想史の考え方について—— 類型.範囲，对象—— J (武EB清子編IT思想史の方法と対象一 一 •日本と西欧 

—— J 12貝参照。） .
(29) 注(21)参照ひ

(30) r憲法制度のように，元来政治倫理的耍素が内包されている場合には一層，制度にムける精神を含めた全体構造が問 
働こされねばならないoJ (丸山ST日本の思想JI 37H。）

(31) M. Weber, Die protestantische Ethik unci der Geist des Kapitalismus, in : Gesammelte Aufsatze 
zur Religionssoziologie, Bd. I, (Tubingen. 1963), S. 40.

(32) 内tti芳明r経済と宗教一一ま教協;Piの階級め制約性のiifj題—— J (大塚.安藤.内山.住谷『マックス.ヴ-ーバー 
研究J 268-270H参照。）

(33) 大塚久雄r社会科学の方法J (大塚r社会科学の方法一~_ヴ-̂ -バーとマルクス_ _ J 82~83H俊照0)
(34) 丸 山 rロ本の思想」（丸山r日本の思想』4M o ) .

(35 )丸山爽ダi rfスタ.-リン批判』における政治の論理j (丸山iTiii代政治の思想と行動J湖袖版329~330H参照。）
(36) 同上3頭 。
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(37)
いての姆剖学となりうる社会科学であるから，史的唯物論に基く所の国家本質論に拠り乍ら国家の

• . .

概念が構成されるものと想定すべきである。それゆえに以下の諸節においては，日本近代国家の思 

6 史的構造を，レillをにおける精神j においX 把握する方法を評価する反面，本質f命 を r括弧 j に 

入 れ 家 の 思 想 を 捉 え る 「独立j の思想史が，本質と現象の混在する対象に直面した場合に生ず 

る難題に则して批判をおとなうのである。

I I I 思想の概念• 特辣的規定

日本の思想J における"思想"の概念について検討を試みた前節を補えば，問題の所在は，政治

の思想史が"独立"の思想史たらんとするとき，"国家"の政治# !造を越える認識論的な構造に則して，

"，もi r のr全体構造j もしくは「精神構造Jが把握せられる，点に在る，ぱかりでなく，"国家"の"思想"

力;，全社会構造の総括的把握を果しえぬが故に思想の把握に至りえぬと云う，点に在る，とするなら

ぱ，間題の解決は,下記の手段に拠らざるを得ぬことが前節において予知せられレこ◊すなわち第一の

方法によれば， 思想史の"思想"の概念が，宗教社会学の倫理の概念に,完全に同化せられるか

またはその影響を直接にうけとることになる。しかしながら，精神構造史へつらなる政治思想史にあ

っては，さいわいにも，宗教社会学の方法的影響が, 間接的にしかして派生的にあらわれ,丸山思想史

学における"思想"を r制度における精神J の概念たらしめながらも，思想史における"思想"を社会

学における概念に同化せしめるととなく，宗教の倫理と糖神の概念を，政治の「制度におけ

る精神J の概念をかりて読みかえる独まの方途が求められる。かくして丸山真男氏の精神構造史に

おいて, ] & ^ ^ と条まの領域の間題は"@家"の"思想"ウ次元へと展開され，政治の "思想".を宗教の 
. •  (40) ,
倫理に解消せしめる径路における思想史の社会学への従属を回避して，ついには独立"の思想史に

いたる"® 家"の思想史の展望力ミ開かれえたという点を評価すべきであろう0しかりとすれぱ，批判の

課題は，丸山思想史学の"国家"の認識論的構造の概念が，適用されうべき範囲をきわめて，その腺界

をぱ踏破する見地よひ展開されねぱならぬ。とはいえ" -般的かつ理論的にみれぱ，経済「括弧Jづけ
( (41) (42)

の論理に丸山史学の略薛がある，と語る点においてはマルクシストもヴェパリプ ンも撲を一^にする

から，われわれが第二の方法とよぶもの，すなわち,政治経済学の国家の概念を国家思想史の思想の

‘‘t (3 7 )  K. Marx, Zur Kritik der politischen Okonomie, Vorwort, in; Marx-Engels Werke, Bd. XIII, (Berlin. 

1961), S. 8.

( 3 8 ) 丸山真努Itスタ' -リン批判』における政治の論理J .(丸山『現代政治の思想と行動J 軸！！版31頌参照。）
(39) 竹内好$慕‘典同討論！■講座をはじめるに当ってjび近代日本思想史講座1歴 史 的 賊 観 ■頁。）

(4の同氏におけるこの炎勢は戦前に確立せられていた。その点に関して，九山真!^11'戦前におけるロ本のヴェーバ一研究』 
..(大塚久雄編. ックス. ヴ®-*バー研究■*165-^166貢0 ) の論述を参照。

( 4 1 ) 梅本克己rマルクス主義と近代政治学—— 丸山真斯̂ 立場を中心として—— J び講座现代のイデオロギーJ 第五逸 
34~35直。）の所論を参照。 .

( 4 2 ) 内IB芳明f日本における8*思想史J の成立一一-丸山真ジ3 r日本の思想j’をめぐって J び商経法論叢J X in -3号47

- 4 8直0 ) の所説を参照。 、 ,
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概念と統一して把握する，第二の方途についてはマルクシストのみならずヴユバリプンの理解も斯

待されうるものとおもう。しかして，論究の課題はいまや特殊的かつ歴史的な主題に限定せられる。

思想史の方法に関する理論に溺れぬ点を自; ^ し得るが/ ■ 研究者に対する批半！Jが，批判の課題を

理論的な領域にのみ局限すれば歴史的な研究の成果も止揚されることなく看適されるのである。そ

れゆえに本論の以下の諸節に展開さるべきは，国家の思想についての実諷的な研免に則して方法的

な.論題を省みる批制の課題なのである。ちなみに者の観点によれぱ，一’A 六0 年代後半からA

七0 年代前半への，一変傘期に福沢の論作に現れる国家思想の展開の過程に関して，タL山史学の方

法概念は適用が可能であると同時に至まではなく，妥当し得ると共に適応し得ぬが如き関連にたつ

ものと看做されう，るから，対象と方法のかような関連を想定するかぎり実誕的な研究と理論的な考

察を分離することは容許されえない。かくてまた‘国家’ と '思想，についての，概念の設会を避ける

ことは許されないが，先にいわゆる政治経済学の国家の概念を国家思想史のi^、i !の概念に冠するこ

とも，福沢の著作における近代国家の思想分析のための仮説を設定せんとする課題に媒定されて 
■ (44) ‘ ， • • •

いる。そこにおいては，近代の日本の「主要な問題」が，政治にたいする経済の関係としてのみ表 
(45)

象され得たととに鑑みて，われわれも近代 [■日本の思想J 分析においては，‘国家’の概念をまさに 

経済的本質の政治的形態における顕現の表象として位せしめる訳である。これによって，'思想，の 

概念についても再考が要請せられよう。なんとなれば，われわれの従前の論脈にあっては，'思想， 

の概念が，経済の思想により規定される宗教の思想として把握せられ，経済構造と宗教構築の両次 

元間の連関の構造の意識次元における表現と論定せられた。あるいは，‘思想，の構造が，宗教によ 

り代表される，存在次元の上部構造と，経済により表現される，士台次元の下部構造の，両次元間 

の関連を意識次元に刻印するものとして把握されたのである。しかるに，宗教の:^^暮ををの伝統な 

き"伝統" とする，いわゆる日本の思想について，わけても福沢の著書における，非宗教的な近代思
(48)
想を考察するという課題にとっては，"宗教"により表示された，存在次元の上部構築を，政治によ 

り代まされる，存在次元の上部構築に還元するととも可能なのである。われわれが，対象をかよう

注(43) 丸山真男「思想史の考え方について—— 類型，範Ufi .対象—— J (武(H編前揭書1 ~ 5更。）の所説を參照。
(44) K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Einleitung, in : Marx-Engels Werke, Bd.

I, (Berlin. 1957), S. 382.

(45) 福沢の場合については以下に例証されている。とくに第二群第二節をみよ。

(46) 宗教の不在をついた福沢の指搞についてf文明論之概略』（福沢諭吉全染お四卷156~158贺。）の所説を参照。
(47) この点に関して，丸山tfcbのr日本の思想』は福沢論吉の見解を踏襲するものであろう。
(48) r福沢の人[15】理解は-{/Ji萍文化の基盤をなし，近代科学の原動力である『精神』にまでは掘り下がらないのである。... 

それにもかかわらず，彼の思想における科学と人IIU,科学的法則と資験する主体との[311係が，新しい科学的真理を生み
， 出す111体ではないまでも，生み出された料学を'0 が'うかぎりにおいてははとんど近代科学を生み山した段階の西ff;のそ 

れを正確に模写したようなy山さを持っているのは何によるであろうか。それは描がにおいては，與涕の場合とは全く. 
與った福沢の人生観のささえをなしているものの考え力，すなわち，."無執着の安心法ともいうべき盤学が,福沢にお 

.ける主体を珍し< i:i山な人問であらしめているのではなかろうか。j (武山沿子「近fな4学极取の三つの道J U夫制思 
想と教宵J 84~85Ho〕）福沢論iVの非宗教がJな思想の背後の宗教ならざる宗教としての-存在論的な施れ意識の構造の解 
明は，非宗教的なW家思想の偶逆-の分析のみをzii要な課題とする本稿の範miを越える次元の别'ホに厲する6
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明治国家の思想としてのr文明開化の特権」について

に眼定するならぱ，以下の諸節にあらわれる‘思想’ の意味するところは，経済構造と政治構築の規 

定照応の作用関速が，経済的下部構造に照応すべき精神的上部構造に展開されて，経济忠想に政治 

思想が規定される関係として，それゆえに，精神構造の内的関速を総括して表現する形熊として把 

® された‘® まの]S 想, にはかならぬ。

第 二 章 「風俗」の思想の機能と構造

I 「政治風俗」概念の成立 ，

福沢の著作に関して云えぱ, 『西洋事情外編J ! (一八六八年刊) 以前の作品は,国家の思想をたんに 

朱駆の姿態において，政^1の領域にのみ機能する思想の形態としズ提示する0 既にその最古の-TI]本 

と云われる，『増訂華英通語』トノ、六0 年刊）の訳者はこれを以てr国家の急務J に答うべしと揚言 

『雷錢操法』(全三卷，ーノ、六六〜ーノ、七0 ) と併行して成立する，『西洋事情J 1 (全三編. 一A 六六〜 

一八七0 ) の編者が『初編J 1の f小引J に示唆する所に従えば，編著の目的は，「外国の形勢情突J
(50)

とりわけ ['各国の政治風俗j いかんを窺い知る点に在るものとせちれた。上記の r政治風俗J 概念 

は後述のr人心風概念と照し合せてのみ解し得られる力;，まずは政治のI■制度における精神_!の 

構造という5'日本の思想J における概念の梓組ふ借りても捉え得る普である。これを以下に解明す

注(49) r旗中の春，余某君に從ひて航海して桑力西斯哥港に至り，適ま淸人子卿の箸す所の華英通語一篇を在港の淸商に得
たり。仲夏!®飢の後，乃ち上梓して以て諸を同志に公にせんと欲す焉0 襄し子卿の擧は，素より外客の言語支離して，

應接に通じ難きに由りて焉を著すに在る可-。嗽我が皇國も亦然り。港を開いてより已來，蕃舶の輔後すろこと，日に 
一日を加ふ。有地扭賈のまとして質易にる者，咸通譯の急なる有り.。而してTlj行の-諸書，能く其の糖格;を爲す者或は 
鮮し矣。今や適ま此篇を得たり。乃ち宜しく焉を譯して以て國家の急務に答ふべし。J (『增訂華英通語』福沢諭吉全染 

第-̂巻69頁。) ' .

(50) r獨り样外の文學技# 講琪するのみにて，；K各國の政治風俗如何を詳にせざれは’，假令ひ其學藝を得たりとも,K 
經國の本に反らざるを以て，窗に實用に盆なきのみならず，却て省を招んも亦計るべからず。抑々 各國の政治風俗を観 

るには其歴史を讀むに港くものなし,然れども世人，夫の地SU以下の諸享に於て其速成を欲するが爲めに，或は之を® 
むもの甚稀なり，實に學者の欠兆と云ふぺし。余，明日，英il]i開版の歴史地理誌數本を明し，ホに就て西洋列國の條を 
抄し，毎條必ず其要を揭て★記,政治,海陸車,錢货山納の四[IIと爲し，卽ち史記以て時勢の沿革を顯はし政治以 

て國體の得失を明にし，海陸审はて武備の强?』昧知り，錢貨W納以て政府の貧富を示す。養し此K者旣に世人の限に 
觸れぱ，これに山て略々 外國の形勢淸實を了解し，吸して彼の敵視す可きものかK友鋭す可きものかを辨別し友は則 
ち之に交はるに文明を以てし，敵は则ち之に接するに武經を以てし，文武の雨用其所を錯ることなきに庶幾らん乎。此

, れ余が是擧の0 的とする所なりoj (『西洋事情初編』同全狠第一卷285〜287貝り）
(51) r學-料Vし廣く世界の史頻を讀て，iS細311,歐羅巴のニ洲を比较し，共地理產物をI旧はず，典政令法,に拘はらず， 

學術の巧拙をfiHかず,宗r'jの興同を尋ねずして，別に此ニ洲の趣をして冗に相懸隔せしむる所のものを求めなぱ，必ず 

-42無形の物あるを發明す可し。其物たるやこれを形容すること'甚だ難し。これを禁へぱ成長して地球离物を包羅し，
これをBI仰すれぱ義縮して遂に其形族をも見る可らず。他退あり榮ぜiありて片だも動かざることなし。 幻妙なること斯 

の如しと維ども，現に亞欺ニ洲の內に於で互に其事跡に見はる\所を見れぱ，明にW虚ならざるを知る可し，今假に名 
を下だして, とれをー國人民の氣風と云ふと離ども，時に就て云ふときはこれを時勢と名け，人に就ては人心と名け’ 
國に就ては國浴又は園論と名く 0所謂文明の精神とは卽ち此物なり。かのニ洲の趣をして懸隔せしむるものは郎ち此文明 
の精軸なり。故に文明の精神とは成はこれをー國の人心威俗と云ふも可なりojび文明論之概略J同全染ポPi卷19パ2 

Ko)

(52) 丸山斯j r日本の思想J (丸山rr：i本の思想J1 '
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注(53) CO政治に四樣あり。

第-"* .

『モナルキ』君を超て律を定め政府の命を以て號令するを云ふ。

第二 .
，『レピュプリーキ』門地貴賤を論ぜず人望の愿する者を立て生長と爲すを云ふ。卽所謂合衆政治なり。

第三- .
rアリストク'ラシ』國內尊貴の人相集て政沿を爲すをまふ。

' 第 四

6■アクトクラシJ主君獨载の義にて，只國君一人の意に隨て號令するを云ふ。j (〔写本r西洋舉情j)同全集第十九卷176 
~177買。) '

(54) r政治にぎ樣あり。日く立君:， 碍樂征伐一君より出' 日く贵族合譲,國內の贵族名家相集て國政を行

ふ。日く共和政治， 門地貴賤を論せ’す’人望の愿する者を立て主長となし國民一艘と協譲して政を爲す。又立君

の政治にニ樣の區別あり。唯國君一人の意に隨てJjTを行ふものを立君獨级̂ すポと云ふ。 支那等の如き政治，

楚なり0 國に二王なしと雖ども一定の國料ホりて君の權威を抑制する者を立君定律コン:tt；：；；；ビと云ふ。現今欺羅巴 

の諸國此制庇を用ゆるもの多しoJび西洋舉情初編j同全染雄一巻289~291；ig：。）
(55) m m iは六月にI说稿したと推定される（同全集"-巻286；!：参照0),が，出版の時期は同年のip末であろへとおもわ. 

れる（同全集糖十七卷33H参照。)。

(56) r同盟の說行れ候は、，随分國はフリ"にも可相成候得共，This freedom is, I know, the freedom to fight 
among Japanese.:如何樣相考侯共大君のモナル午に無之候ては，他々 大名同士のカジリヤイにて，我國の文明(jg化は 

進み不ホ，今日の世に出て大名同盟の說を唱候者は， 國の文明開化を妨げ候者にズ，如ち世界中の卸人，离國公法め 

許さ、*る所なり◊此議論は決して御忘却被成0嫩侯。J (福沢英之助宛族應ニ年十一̂月七日付福沢論吉書給，同全#« 
a■《十七巻31爽。） ■

• 、x ， *

巧 得

じ 1

I ■

，rき田学会雑誌J 70巻1 号 （1977年2 月）

ぺく，f西洋事情初觸』トノ、六六年刊）の ！■備考j をかの r等本西洋事情J (六五〜六年稿）と対•照す 

れぱ，稿本の r写本J が r政体J を四分し，. r合衆政治J を前提する r i 君是傘j に対置して，r， 

族合議i と矛盾せざるをえない「ま君独裁J を措定するのにたいし，『初編』の r傭考J はこれを
一^ (54〉
ニ® に分類b なおし， r合衆政治J と連繁する【貴族合譲1 に対処して， r立君独栽j へ転化せざる 

をえない rモナルキJ に想到するのであるが，如上の政治形態論におけネ三分法構成の契機として 

は第一に政治的耍因の思想規定性が考慮さるべきであろう。すなわち，.政治過程の現実的‘歴史的 

な耍請は思想の観念的，理論的な論理構造の内部へ貫徹し，ついには，2§欧近代の政治；̂、 をして封 

建日本の政治状況に適合すべき形態を採らしめるに至るのである。そのぱあい，稿本の r写 : に  

おける四種の [政体」について，，われわれが，「合衆政治j に基く「立 君 定 撒 と r貴族合譲J に 

替 る 「主君独裁J の対比の背後に，近代国家と封建国家の形態の区別というあi に陰蔽，された;紅 

の和違をみるのにはんし，「政体J を r三様J に分つ所の『初編j j の 「備考」は， 論的な省察 

の痕跡をも]t 治形態の論題へと解消し，「貴族合譲J に具現する r合衆政治J を否定して r立君独 

栽J の 「モナルキJ に就かんとする政治の論理を貫くのである。 このような過程を思想の機能の観 

点よりみれば，「貴族合譲J が史実において薩長同盟に実現せられる慶応ニ年一月以降，少くと 

も 『事情初編』が執筆せられ刊行される同十二頃までの福沢の主張は， [■大名同盟j に対•勉す 

る幕臣が大君の「モナルキ」を擁護する佐幕の思想といわざるをえず， 親仏佐幕派の絶対主義化

-
-

-

-- 

i

!



明治国家の思想としてのr文明開化の特権j について 
(57)

の構想につらなる事実を同時期の書翰のみならず政治的な文書のうえにも求め得るであちう。そ0  

ような文書の‘実例として引用すべき資料とみられる, 慶応ニ年七ガのr福沢論吉建言J は思想家の 

理論が政治家の施策へと転化する過程，しかして，政治へと働き掛ける思想が反®iにおいて政治に 

媒定せられる結果，「外国J の r雇兵J に （■御家J の r中01U 'を賭ける幕臣の国際主義ゆ-封建主義
. (59) *

と分離され得ぬ事実をも例示する。しかるに，丸山博士が r唐人往来J (六冗年稿） と r或云随筆J 
(60)

(六六年稿）の国際主義を，r事情初編J Iないし.は r論吉建言' J における r御家_ )中心の r立君 j 思

想から切り離して，「方国公法J の支配をうける‘「立君独栽」の政治におけるお建主義が思にあた

える影響を過小評価されるとき，幕末時代の福沢に特有な絶対主義論の封建的性格と国際主義論の
(61)

買弁的性格の相互作用の関速は見失われてしまうのである。しかしがら，福沢における内外政治論

の通あ的慨観の作業にあたり，近代主義者の政治思想史がそれをも着過したことは実証的作の過

誤にしては過大であるが理論的誤譲であるともおも-われぬ。いずれにせよ，われわれのさ面め分析
(62)

にとっては，依然として丸山史学の概念装置が有効である。なんとなれば，『事情』の 「写本 J は 

r政治」を r© 様J に区:分するその反面において，英国の「立君定雜J に r貴族合議J と r合衆政
ーャ (63)
治J の 「三局照立J を見出し，「政治j における「体栽J 'の混精をも「事実」における r風俗」と看

傲して，「立君J と 「貴族合議J と 「共和政洽」の !■三様J に 「政体J を分類する『初編J! への回路

を開く.に至るが，慶応ニ年の上半期間に，『初編J Iにおいて確立せられる三分法構成の政治的含意

は，幕府の「独栽」をもとめる r立君J の構想にあるから，『ぎ情初編』に お け る 「政治風俗」

注(57) r鳥津祐木郞宛慶應±年二月六日付書翰J (同全集第十七卷36^38貝。）に始りr川路，中村宛慶應三年-*月七ET 
付#翰j (1^上35~36頁。）に終る。

( 5 8 ) 〔長州再征に関する建白書〕（同全柴第二十卷7 ~ 11頁。）
(59) その点に関して,ra中明『日本r近代化J思想の形成とその構造」（慶應義態経済学会編r経済学年報』8,i39~i4i 

頁。）の所説を参照。 ■
(60) r唐人往来J (同全集第一卷i2<-23頁。）およびr或云随擎j (同全集第二十巻11~15頁。：)にみる r万■公法宗J (同 

上12直。）のことである。
( 6 1 ) 丸山真男r解題j (福沢論吉選集第ra卷所收論文413〜421真。参照。

( 6 2 ) 注(52)の r制庇における精神j の概念におなじ。
(63) r英の國政は前所謂政治四樣の內第一第二第三を拉用するものな.り。 第一政府，第二上院，第三下院，三局照立 

して國政を議す。一事一物，必ず此三局の譲を經ざることを得ず0 ...三肩M立すといえども，名•局の權，自から輕重あ 

り。.都て政府に-まfあれぱ，宰相以下諸老臣，譲事院に行き,.上下院の議事官を集めて之を商議せしむ。而して譲事官の 
内，或はtpにせんと飲する者あり，或はZiにせんと欲する者あり，雨譲決せざれは•，時刻を限り，申譲に隨ふ者は右座 

に就き，■ Z*載に隨ふ者は左座に就しめ，左右の人員を計て，一員にても问譲の人多き力に決す。然れども時としては同
‘ 譲の人は少しといへども，ホ義搬こ炭らざれは’政府の意を以て是を施行するを得o’此れ政府の特摘なり。0 上院の譲斯 

官は同より政府より下せる評譲を建譲し，且園政に便利の事あれぱ是を建黯し，不正あれぱ造を批論し，或は宰相諸老 

[2といへどもiMVあれぱ是を論じて廢馳するの權あり。0 下院の議事官も國政を参議し便宜を建譲し不正を批論し宰和 

諸老臣を馳陈•する權あること上院に舆ならずといへども，只國民の使不便に關係するホ件のみ建議すべくして，他件は 
政府より譲の下るを待て造に參議するのみ。0 ニ局り人を離!̂>するは各局の同議隨ふて行ふべし。只國王は謝ありと 
いへどもさ局の譲を以ズ前することゾ̂ 得̂ず。國エ罪あるときはニ局建議して宰相を前すべし。故に宰相は亦''國王を廢立 

するの特播あり，又宰相卯あるときは上下院より譲を速て之を廢すべし。然ども宰相の謝は以下諾老臣も放り知るべき 
の®なるが故に，宰拟を廢すれぱ同時に諸老ISをも劇<0 故に諸老臣は、常に宰相の所爲を睦察して之を軸佐す。0 議ポ 

院は歐羅eにてteisを除く外，各國皆之れ!あり。S雖 ?纖 (〔轉 m m o 同全»  
'ト九卷177ぺ 糊 0)
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r三学会雑誌J ア0卷 1 号 （19?7年2 月） 

r i i r f e i iりの Alfeにおける「立君独裁」の竊ネ;|>を表すことは明かである。しかしながら，本節に 

おいて檢討せられた, r制度における精神」としての「風俗』の概念は，政体論における匹!分法から 

三分法への旋回軸にすぎず，政体論をも相対化するf•人心J . I■風 俗 概 念 、と同貧の機能を果すも 

めとは論定し難いので多る。 '

\

n  「人心風俗j 思想め展開

慶応ニ年七月の前記「建言J 以降，軍事的政治的な現実の発Mは第二次征長戦の敗北に結果し， 

度応三年におけるフランス極東政策の転換が福沢におけるrモナルキJ の思想を空転せしめるとす
(65) . .  . ,

れぱ，われわれの論稿の展開のためにも，政治的要因の思想規定的な関連は決定的な重要性を喪失

し，政治過程より解放せられた政治思想が経済思想へと繁縛•せられる思想次元の迹関が解明さるべ

きであろう。しかして虔応三年成稿の『輯洋事情外編J のうちに，外息上は『初編J ,の三分法が踏

襲せられるとはいえ， [写本 J か ら 『初編J1への推転が四分法の三分化に結実するのにたいして，

『初編』か ら 『外編』ぺの旋回は政体論の相対化の過程と看做されるべき変容をもたら'そのぱ

あい政休論の相对化というのは，『外編』の編者が西欧近代の経済学説の導入に立脚(5?,封建日本の

政治過程より脱却せる政治思想を経済思想へと関係づけ，かくして『事情J1の思想における

を も 「経済J 'へと帰属せしめる変化め過程を意味している。.もしくは r政治j の把握において『事

情』の編者が, 『初編』にあっては「政体」を三種に類別しながらも，「英国J について三種の形態
(68)

が {■混同J せられる r風俗:j の r事英j を重視する祝点から，『外編J1においては r政府J の r休

注(64) 石非孝『増訂明治維新の国際的廣境』702~708貝の論述を参照。 ，

(65) 遠山茂樹『福沢論吉—— 思想と政治との閲述—— 』1レ44H参照。 -
(66) r政府の種類は，第一立君， ニせ族合議，第三共和政治と，三樣に;li;.體栽を與にすれども， に於ては明に典區 

別を立て其體毅を說き難し。故に今此條に於ては，唯政府の施す可き處置と，隨て生ず可き事情とを論ずるのみ。政府 

の體栽は,何樣たるを論ぜす,又Ji；パP代の新僖にも拘はらず,國中の人心を得る所以は屈德を施すに在り。德を以て人を 
服すれぱ其政府安安にして，假令ひ横逆の?jf件起るとも之を和することを得べし0.之に反して政府たるもの，一人の身 

を處するが如く，尊ら私を顔て公明正大の趣意を失ふときは，亂iii賊民を罰するにも必ず慘刻に過ることある可し。 m 
地利の如きは;}t政府の體栽,めんど立君獨鼓に似たるものなれども，仁君の名ある第二世プランシス帝の時代には，其 

政，却て佛iir四の共和政治ょりも寬大なり。足郎ち政治の名货相細船する一例なり。千八百̂ -̂トノ\制萍蘭0 の共和政治 
は，國中の人民これを好む者少くして， 情驻だ困難なりしと云ふ。Jび®?や斬i*f外編』福沢諭:お全集第一卷419ii。）

(67) この点に閲して，高tf§誠一郎r解題j (r翻K論吉経済論iftj 458~464H。）の論述を参照。

(68) 「斯の如く三様の政治各ノ< を與にすれども，ー國の政に之を兼;nするものあり。卽ちあ國の如き，血統の君を立て， 

王命を以て國m こ號令するは立君の體栽なり。國內の贵族，上院に會して事を厳するは欺咲ir譲の政治なり。門照をHn 
はず人望の屬する者を選擧して下院をつるは兆和政治なり。故に英國の政治は二様の政治を混同せる一®無類の制度 

なり。又立?T觸故と稀する政'冶にても，事實に於て生殺刺傘の棚を人の手に執るものなし。魯西亞皇帝の如き人民の 

之を翁-仰すること神の如しと雖ども，fAjは-̂人の私意を以て國政を;gらにすること能はず。义共和政治と雖ども或はお 

洛無;Kなるものあり。千八ぽ四十/W 佛蘭ffiの共和政治は，；1お法ゅ货酷なること，當時立群獨故と稱したる塊地利ょ 

.りも!̂，Jは驻し。純押の典刺政治にて，船认ほの名代人なる潘和會して國政を議し，毫も私なきは亞來利加合衆國を以 

て最とす011!1米利加は翅國以來既に卸̂，̂に近しと赌ども，嘗て國法の破れたることなし。jび西样1i¥情初船同全染第
-巻-289~290H。） . '
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明治国家の思想としでのr文明開化の特権」について 

. (69) '
栽」を軽視して「職分J に着目する過程が間週なのである。なんとなれば, このばあい「政府J の

r職分J なるものは，「政j f j の 「法律』による「私有」の r保護J という第一の機能と, r政府-J 
(72> (73) . ♦ . .

の 「教ま:！による「風俗」の r改黎J という第二の機能をあわせたニ® の過程よりなるが，前者の

みならず後者にあっても「政治J と 「経済」との関係に結果する機能が把握されているからである。

いずれにせよ，「政体」か ら r職分J への主題の転換は「政治」の r体栽J の軽視を意味し，国家

の機構より機能を重祝する「職分」論 的 「権力」把握に至る途を開き乍ら，第一の機能i'こ則して政

治の経済に対する作用を竟出し, 経済の政治に対する規定性を第二の機能の反作用に求めてr人心•)

の r政治」にあたえる影響を見出すのである。すなわち『西洋事情外編1 (一A六A年刊) によれば，

一面において r教ぎJ が r風俗J に関係づけられ，他而において r風俗人心』に r政治風俗」が包

摂せられる，あるいは I■政治風俗J 力' ; r人心風俗J のもとに包摂せられる関迪において， r人心J

もしくは「風俗J に 「政治J を従属せしめる「文明」の論理がなりたつのであるが,そのさいに

「経済J にたいする r政治」の従属は r人心J と r政治J の関係のうちに顔倒せられたま象をうけ

注(Q9) r英國政府の安妥なる所以は其政治の體栽にthて然るにはあらず，难國中の人民に好意を抱くもの多しとのことを信
じて,政府も自から安んずることを得ろなり。國中の人民を寬大に取扱ひ，衆W';相議すろことを許す所以は，-K-言行It 
を得て，國の制度を# tるものなきを知れぱなり0 凡そ事理至常の極を云へぱ，左の數言を以て盡せり。部ち政府は確 
實寬大を主として動かず，國民はK通義と職分とを知り，躬から謹慎して粗暴の舉動を爲さず，惡俗弊風哨政时の法 
を以て防ぐ可きことなりoJ (『四伴?Wtt外編J同全集弟-巻419〜420直0) '

(70) . r西萍事情外編JI (同全柴第一巻433K。）に列举されている三筒条ホの第二項0 については注(71)の弓I用谱所と比較 

検ナしなければならない。 ’
(71) r政府の體教は各々 相異なると難ども，其大趣意は前にもきひし如く,唯人心を集めて恰も一體と爲し，衆.民の爲め 

に使利を課るより外ならず。國政の方向を示し順序を正するの事は，一二の君相又は議政官の手を非ざれば行はれ難き 
が故に，人心を集めて一體と爲さ、，る可らず。衆民の便利を謀るにも，人心一致せざれぱ黎を密して裳を利するの患あ

' るが故に，此亦政府の’上より處置せざる可らず。本來諸®に政府を立て國民の之を仰ぎ之を支博する所以は，唯國f*') 
一般に其德潭を荣らんことを望むのみめ趣意なれば，政晩たらんものも，-1;し國民の爲めに利を謀ることなくぱ，之を 

有害無益の長物と云ふ可し。就中職分にて最も緊要なる一大3IVは，法を平にし取を正するに在り。是卽ち人民の生を 

安んじ，自由を得，私有の物を保つことを得る所以なり。故に政を施すに誠實を主としぶ平を失はざれば，假令ひ一時 
の過失あるとも其政府を遵奉せざる可らず。J 0 ■西洋事情外漏』同全集第一卷417バ 18直。）

(72) r西洋斯t外編』（同全免第一巻441Ho)の敎まの項目にかんしてもこれを同上451〜ザ6頁，同上420~425H の記述 

と対照しなけれぱならない。 ‘
(73) r凡そIU政麻の一大緊要事は，其民を無智文盲に陥るレことなきに在り0 人にネ:P識なければ必ず惡?を爲すものなり。 

ペルシャ人の如き,無智蒙I床なるが故に止を得ずし't：虐政の下に立ち，君 —人の獨斷にて隨意に政を施すと雖ども, 
人民とれに安んじて嘗て怪む色なし。文明の化を被り禮義の敎に浴したる獄羅巴人に於ては然らず。己れ文明にして禮 

義を知るが故に,其政府も亦た己れと共に文明にして禮義を知らんことを需む0政}{̂港し其趣意を失すれぱ人心忽ち離散 

す可し。又衆庶合譲の風俗ある國に於ては,人民各々 政治の職分を達す可きが故に，よくこれを教育せざる可らず。亞 
米利加にては國民の教育に治ねくして，政治の需用にけるに足れりと云ふ可し。其他歐羅巴め諸剛こ於ても教育の 
法,亞米利加に劣らざる'ものあるは，早晚其政治のー變す可き前兆なり。」（『四样撒外編』同全勤涕ー卷420~421Ho)

* r歴史を按ずるに，政治のぬホは時々 故障なきこと能はずと雖ども，年代の久しきに従て次第に善に赴くものなり。他

人德行を修めお，識を研くの風俗に赴けぱ，|;|から政府の威植を制して衆Itf;會譲の端をI招き，随て政府も亦私|11|を行ふこ 
と少く，漸く國中-̂般の使利を公議するに至れり。斯く時勢の沿单するには，成は治を以てし成は亂を以てし，iaiより 
其然るを評らずして然るもの多く，皆fw然に山ると雜ども,ホ來未だMl步の速なるものを思ず。且又圆中の人各々 一* 
己の私德を修めざれぱ，假☆衆此會議の法を設るとも‘， 國の公政を行ふ可らず0 蓋し國中の人は，一般公ホの使利を 
謀るの趣冒を先づまから了解し't,然る後に共趣旨を施行す可き人物を撰舉し,之を银人の名代として議政の職に任ぜ 
ざる•可らず◊是ち國Kの職分なりoj (同上423K。） -
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とることになる。ちなみに『文明論之概略JI (• -/、七B：年刊）によれば， r文明J が r精神J において

把握せられる反面，「文明の精神」ないしは r - 国の人心J よりなる r文明j に r政'冶J が照応す 
(74)

るものと解釈されるから，このようなr文明の精神」をふまえた r政治の制度J は経済により政治 

が規定される関係めあらわれすぎない。問題の所在は, それゆえに r文明の精神」なるものが， 

政治過程へと働き掛ける実践倫理を具現するという一点においても，経済過糖に作用する宗教の実 

跋I命理とは具る.ということに: ^ るのみではない。われわれが主要な問題とみるのは, 『事情外編』 

が経済により政治の規定される関係を， I■精神J により r政治J の規定される関係に逆転せしめな 

がら表現するとはいえ，いずれにせよ「人心」の変動に r政沿J を照応せしめるこの理論が‘国家 

の思想’を具現するということなのである。かつまた前章の想定によれば， '国家の思想，は経済に 

政治の規定される関係が意識に反映されて，政治思想の経済思想に規定される関係として展開する 

ものと看做されるから，「風俗J に支配される（■政体J という観念を， 資本主義の世界★に対応 

せんとする封建日本の政治過程の志向をあらわす，絶対主義の治思想が自由主義の経★思想に規 

定された‘国家の思想’ の変種として把握することも可能なのである。しかして反面よりみれぱ上

述の政体論相対化も絶対主義思想の再編を意味することは， r世界国足附録J (一A六九年刊）から
' .  < • •

『文明論之概略J ] (一八七冗年刊）へと，「政治の制度J を改変せしめる要因としての（■文明の精；̂|1」

のi r 理を基底に, とはいえ， r英吉利J 型のは君」の制度が！■魯西®i j 型の「独栽J の# にお.い
(75) .

て把握せられる事ぎに示される所である0 しかるに丸山氏の福沢論によれば，半！]断の絶対主義は政

治の絶対主義をともなうのであるが，以上に考察せられた福沢の思想における政治的な価値判断の

相対化も絶対主義をともなうのであって, そのような史実の誤認めうちにも，’ *■定律J の制度にお

け る 「独裁J の招f神に自らを表した，「立君の制度J における r文明の #の構造を解明しえな

い方法の難点があらわれているのである。

に，‘

ね
レ1ぐ-

III 「独裁J と 「文明」の思想構造

われわれが以上に展開せる諸節より推論するならば，‘H1家の思想’ をあらわす r政治風俗 j と

注び4) r鍵へぱ今後西亞て今日其政治を改ギ《：して明日より英國in山の風に傲はんとすることあらぱ，事實に行はれざるの 

み&らず立所に國の大審を起すlijし。共银を起す山緣は何ぞや。魯英兩國の文明は其進换の度を異にし其人民に智愚の 
差ありて，今の魯は今の政治を以て正に-:R:文明に適するものなればなり。然りと維ども，魯をして永く其®物の虚飾を 
がせしめ♦ 文明の得先を謀らずして必ずiSI有の政治を卒ぜしむるは，政て願ふ所に#ず，唯典文明の度を察し文明 

に一-歩を進れば政治も亦一歩を進め，文明と政治と歩々 相伴なはんことを欲するのみoK『文明論之概略』同全集第四巻 
37Ko) r今の世の文ijij, -K:進歩の途中に在れぱ，政治も亦進歩の途中に在ること明なり。唯各園冗に戯ジタの前後あるの 

みQ英轉とTメキシコJ とを比較して，英の文明右にWでなぱ4t•政治も亦右に出ることならん。合衆國の風俗®しから 
ざるも，支那の文明に比してこれに優る所あらぱ，合衆廢の政治は支那よりもきととならん。故に立をi•の政治も,共 
和の政治も，良なりと云へぱ共にjiiなり，不X这なひと云へぱ兆に不_&なり。旦政治は獨り文明の源に非ず。文明に從て其 
進退を爲し，文學商賣等の諸件と共に,文明中の一局を働くものなりとのことは，前旣に之を論じたりoj (同上49寅。） 

(75) r福沢論古の哲竿—— とくにそのI制f批判とめ脚也ーー| (日高六邮編r現代日本思想大系3 4 近代
所収論文。） ■ •
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「人心風俗」の思想ゐ分析においては，「人心風浴J 思想を介して政体論相対化に転ずるir西洋事 

情J 1の 『外編』. 〜 『ニ編』 以後の段階を， 政治風俗j 概念に則して絶対主義思想を案ずと[■写 

本」〜 『初編』以前の段階から区別する必耍があるのみならず，『文明論之概略JTへつらなる『外 

l i j 以後段階においても，「人心風俗J の思想は「政治風俗J の思想がなりたつ次元に混在せしめ 

られ, 政体諭相対化を促迫せしめながらも絶対主義思想の再編におわるかぎり， r人心風俗J 思想 

に内在する本質論的倾向をぱr政治風俗J 思想にP i現する形態論的外装から区別することが必耍な 

のである。なんとなれば, 『西洋事情外編』よ り 『西洋事情ニ編』へ の 「風浴J ，の思想の論理の朕
, (76) (77) モナルキ

開は，rモナルキJ の I■政体J に 「文明開化J の r特権J を見出すととを可能ならしめ，「立君J の

r制度における精神] を f独裁j のそれに求める途を選び乍らも，後者について版栽 J の 
. . ( 7 9 )

における r文明j の T精神j を認知するのであるから，このような「情神j の二重の構造を把握す

るために，国家本質論的関連の解明が要求せられることも対象の特質によるのである。そのさいに

同時に® 意さるべきは* 一A 七0 年刊の r西洋事倩ニ編』力' ; , r支那J の r独裁I を否定して r魯
(80)

国J の •■独栽j を是認する論脈にあらわれた思想なのであるが, われわれの研究の観点よりみれば， 

r魯 西 型 肯 •定の思想史的事実は， •■立君独栽J の *■政治J における r文明開化」の 「精神J に 

おいて r魯国J の r政体j が容認せられるぎ例にすぎず， r立 君 独 謝 の r政体j を存置して r文 

明開化J の ’r特権J に転化する"近代化"の職取図が提示されたことを意味するのである。前段の推

明治W家の思想としセの「文明開化の特権j について’

注(76) r譬へぱ英吉利，佛 终 西 亞 ，其外の國々 は皆立君の國なり。立君の政體を文ニ®に分ち，--を定訊立君といふ。

國君-*人にて政事を自由にせず，國內に譲制iSとて評定所を開き，國中一同の入札にて人物を選び，每年この評定所に 
m りて法律を定め淀を設け，一人の君とても國の掩をぱ破得ざるよふにしたるものなウ。磐へぱ其國の君，不行狀にて 
奢を極め，或は妄に師を起して國中へ用金などいひ附んとするも，議事院の評議にて決して許さず。都て君の威權は驻 
だ弱く，國を先にして君を後にするの趣意なり。英llf利，和蘭，H班牙等め如き，これなり。又一種のTもなるきJを 
獨裁立群といふ。國に君を立，その君一人の勝手次第にて政事を棚き，國民の生もも君のものなりといひ，上たる人の 
意に背けば罪なき者をも殺すことあり。國民の家蔵身代も君のものなりといひ，上たる人の見込次第にて妄に年貢運上 
を取立て，或は菲に陷入れて缺所にすろことあり。何，も一人了恼にて天下を私するものなり。露西亞，土® ホ，支那 
等の如しojび世を国尿附鐘』福す'!諭吉全集第二巷665~6661：o)

(77) r今日の事情を以て考るに，格西亞の如き國を治るには，咐:文明開化の特描を盛にすろの一策に在ろのみ0 今咎西亞 
に於て遠に衆ぱr;，譲の政を施さんとするも，名は衆庶にして貴は银rtr;ならず，."J (『西?事情ニ編』同全染第一巻530

-540ja：o)
(78) r澳地利の如きは其政府の体栽，殆んど立君獨放に似たるものなれども，仁君の名ある第二世フランシス帝の時代に 

は,-共政，却て佛蘭西の共和政治よりも寬大なり。是卽ち政治の名實相郞醋する一例なりoJび西洋事情外編JI同全集 
策-̂巻419 メ 瀬 。） .

(79) r二百年]̂:jjfjまでは魯西iSiも小國にて且北方のffl舍國なれば，劇i!]も開けず人氣暴ぐして殺伐なる風併なりしが，千 
六百年代の宋（元祿年中の頃）平士留带といへる英明の君出て一時に國を改ホし英，佛，和蘭等のねき文明の國の風 

にならひ，學校を設け海陸車を雄て,內を守り外を攻め,歐羅巴諸國と粒びなつのみならず，堂々 たる— 大國の並を閲 
き，今日に至るまで威名を世界中に勘かせり。jび世界国尽卷三』同全集a? ニ逸625~626頁。）

(80) r文明旧化の特播とは,君上の特描を以て下民を保護し，これを★明に導て{お德阅知の趣意を知らしめ，强大を抑へ 

' 弱小を揚げ，人々 をして獨立不馳ならしめん力'、ため，或は君上の暴威を遥ふすることあをを云ふ。交那人の口吻に云へ
る如く，之に山らしめ之を知らしめずとて，棚謀衛數以で下民を思にし，民を視ること士芥の如くして，獨り君上政府 
の威光を張るには非らず。楚finち#西ISと支那と，K風浴棚同じからずして强弱巧敵せざる所以なるザ。Jび®洋情 
ニii』同全集ポ巻540JOt記

(81) m中明r日本6*近代化j思想の形成とその偶造リぴ経済学年報8』150-156Ho)
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論よりして確認されうる論点は,一*八六0 年代末葉に福沢の思想に生じた著しい变容の過程が，は  

君独栽J の 『政体j を [文明開化」の r特権J と看做す反面，上記の r政体J の運動を r精神J も 

しくは「民心J に帰因せしめる r変取）の論理を孕むにいたると云うことである。かえりみれば， 

慶応元年成稿と推定せられる. r写本西洋劇f j の稿本において， r政治J の r体裁J が ま ず は r四 

様/ に •'区別J .せられて，「立君定律パ合来政治j r 贵族合譲J r主君独裁;j と読まれるのに反し，慶 

応ニ年に脱稿出版せられた『西洋事情』の T初編備考」によれぱ， r四 衝 の r政体 j が ['三様J 

に I K別J せられるにいたり， r共和躁治J と r貴-族合譲J に对抗すべぐ；想される rモナル 

は r立君独裁j として現れることが知られた。、如上の政体itfにみられる三分法の構成のうえにも，
(82) (83) キナルャ

r合衆政治J を具現する「貴族合譲J に対I時して，「独裁」の r立君J を擁立せんとする親仏佐幕 

派の絶対主義論が反映されていた事実は否定されがたいのであるが，絶対主義論の発展そのものは 

一八六八年の『外編J におよんで， r政体J 論 の 「相対」化ぺと導く新たな段P皆を画定するのであ
. (84)

るから, . r政体J の r実J を重んじて r名J を軽んずる r相対j 化過程の重層的な構成は六ノ、年〜 

七0 年に出立するものとおもわれる。ちなみに，一vV六九年刊の『英国議事院談』力％ *■英国J の 

r立君定律j に 「文明」の r君上専権」を見出す過程は, 前年刊行の『事情外編』と七0 年刊の

注ぐ82) 「去る午年西萍諸國と御條約御収結に相成，新規御改法有之候所，太平打被候餘り， 人の耳ロに劇れざる義に付，御 
改法の御趣意は篤と?モ知も不f±,—時人氣動搖いたし侯所え-,諸藩士を☆に浪人の輩，平生;身に不足'有之候者共,人氣 
の騒立候を好き折といし，妄に缴國懷夷杯中儀を唱へ，諸大名え說込，又は京都え立入，議論の不及所は力業にて公 
然と人を殺害致す等，其勢追々 咐長致候に付,一には其勢に劫れ，一には其說に迷ひ侯て，京都始諸候にも右浪人共の 
中分に致一味侯者も有之载にで，旣に一昨年大和ー挨，尙义野州騒動，長州暴發等，不容易儀指起り，何れもま向は尊 

王懷夷杯唱候得共，內心は不測の禍心を抱き侯義，誠に以て恐多義に御座侯。畢竟は京都雲上め人々 粒に諸大名の下情 
に通ぜず，輕々 敷下人の申立を取用ひ愚弄披致候より指起候義にて，時蓮とはケホ，下より上を漆ぎ御國法を不享恐惡 
弊に御座候oj (r御時務り儀に付ホ上廣書付J同全後第二十卷3.頁。）

(83) r殊に近來は新聞嫉坏に大名同盟等中說を唱侯能黨有之，右此迄政府の御處置を滿足に不心得,’由で唯命の御倏約
を廢し，諸大名を同盟爲致，0 耳曼列國の振合にて新に同盟の諸侯と條約冗取結とE{3趣意ゆて，英公使バルクス杯も內 
aは其說に心解いたし居侯詠の趣，尚又薩州-Jひ!•諸家よりも御遊學生多人數海外へ罷越居候其者共，何れも大名同盟の 
説に可有之に付，長州の者どもも彼國にぉゐて自ら依ffiいたし倏處も有之，右書'Ji-輩とホ談じ，多方に遊說いたし又は 

新聞紙等へ:ぱら同saの說を辯論仕候は、♦，一時駄羅巴の人心を做け，各政府の評議も之が爲め變⑩いた[1?問敷とも難中， 
萬々 -̂右拷の義御座候ては，御家の御浮沈は巾迄も無之，全日本國內爭亂の基を旧き，四分五裂,Wぴ挽囘すべからざ 
るの形勢と榻成，其禍災の大なるは此度長州ー國の叛逆杯と同旧の論に有之問敷率YT-候問，速tこ御り御處置無之て
は相成申間敷,...J (〔長;H1再征に関する®白書;)同全染第二十巻8直。）

(M) r都て世の政府は唯使利のために設けたるものなり。國の文明に使利なるものなれぱ，政府の體栽は立君にても共和

にても其名を問はずしてft賞を取る可し。旧闘の時より今日に至るまで，世界にて試たる政府の體栽には，立君獨栽あ 

り，立君定律あり,資族合譲あり,民廣合議あれども， 體敕のみを息て何れを使と爲し何れを不便と爲すTVfらず。唯 
方に偏せざるを緊要とするのみ。立君も必ず不便ならず, 典̂ 11政治も必ず良ならず。千A百四十八年佛蘭西の共和政 

治は公平の名あれども其實は俊刻なり。填地利にて第二世rプラン，ンスjの時代には獨栽の政府にて寬大の實あり。今 

の亞米利加の合缴政沿は支那の政府よりも良からんと雖ども，r メキシコJの共和政は英國立君の政に及ぱざるとと遠し。 
故に填地利，英國の政をjiiとするも，之がために支那の風を翦ふTijらず。亞米利加の合条I政治を役ぶも，佛蘭西， rメ 
キシコJの例に傲ふ可らず。政は其:m こ就てる可し, 名のみをMて之を妹す可らず。政府の體栽は必ずしも一樣なるTit 
らざるが故に，其議論に常ては學ポ宜しく心を寬にして一*力に僻すること勿る可し。名をふて赞'を需するはお今にれ： 
例少からず。jび文明論之概咕』同全集ホ巻42-*43焚。）

(85) r力今歐插巴湖に於て，ホ賞載政の大會を設け，上下同厳の政治を立て，名;Wfl協ふもめは,獨ウ英國を以て然りと

'to •‘.，，‘英政の他に超轉する所は，三IBの政體を合して-;H；•調劑宜しき☆得るが故なり。ヨ額とは何そ♦や。浓庶舍識

   _________



明治ffl家の思想としての r文明開化の特権J について

ニ編』力;，「開化」の [特権」を担い得る「立君J の r政体J を，「英ま利J 型 の f定 衛 か

ら r兽西亜」 r独栽J へと暗転せしめる過程でもある。かくして，『西洋事情J I の 「写本』 よ

り 『初編』へ の r立君独栽J の思想の開示は， f立君J の制度における「独裁」の精神について丸

ねI史学の概念適用を許し得る，としても，『外編』にはじまり『ニ編』へつらなる「政治J 形態 i i

の r相対J 化過程は， r独戟J の r政治J における r文明」< p 「精神」をもはや上記の概念が捉え

得ぬ次元に展開せしめるであろう。福れの思想が r政治J 形態論を越えて「国家J 本質論へ転ずる

旋回の過程は，明治ニ年成稿の「世界国尽附録J を介して明治八年初刊の『文明論之概略』へ導力、

れ， r衆心J の r発達J と同義に理解せられるf文明J の段階に％休」を照応せしめて，「政体J
(88)  .

と識別さるべき「国体』，の観念のうちに国家本質論的関連を窺わしめるに至るのである。それにつ

を.貴族舍議IIを君上專播，是なり。……衆[(!:會譲は國法の旨意を立て;H：-方向を定むるに可なり。jrit族會議は其旨意 

を達する所の術を工夫するに可なり。君上®權は其術を實地に施すに可なり，唯衆庶:會譲の政は,IfiHすれば其策!に 
藤して且之れを施行するに咸擢なし然れども-;志す所は眞正にして常に報國の心を-存せり。ft族き?箱の政は智ほliに富 
めりと雖ども照恥の義に乏しく，且其威權は君上播の政に及ぱざること遠し。君上專權の政は威權辅々 として盛强，
議政の權と爲政の權とを合して一手に其柄を握れるものなれぱ，恰も政府の脈絡を緩り其神經を縫仓するが如し。然れ 
ども其®威を逕ふして漫に方觀を誤り，之れを抑制するもの無きときは危番亦恐る可しと。蓋し英國の政體は此三者を 
兼有して鼎立の勢を成し，齊整調劑の方，其中を得,以て萬國に卓越して太平を歌ふものと云ふべし。J (『英国譲ホ院 
談』同全》 ニ巻491~492直。) ■

:法(86) r譬へぱ英國政府の如き,制度盤齊にして內外安寧なること殆んど海內に化類なしと雄ども，識論を以て其W際を名
狀す可らず。或は其政府，自から# HJひ隨て又自から抑制するものと云て可ならんか。都て其實に行はる乂事は，其 
外に顯はる、體载に異なり。K一二を擧て云んに,政府の上に立つ者は君主にして自から獨灌あり。若し其獨權を恣に 
せぱ國中の害を爲す可き害なれども，嘗て其患なし9 上院は下院より上席なれぱ，0 から一®の權威ある可き箸なれ 
ども,下席の下院にて衆議旣に定れぱ，上院にて長く之を拒むことなし。下院の內は尊岸の別な< ,全く典和政沿の體 
栽なる可き普なれども，其譲事官多くは名家の人にて,自から貴族合雜の風あり0 抑も斯の如き政府にて斯の如き政の 
行はる所はは，年代時運に由て一般の人心，互に我意を忍び，自然に國の制庇を敬畏するの風洛に赴きしが故なり。 

今若し此政治をはて他國に施さんとするも，其風俗人心に缺典あれぱ必ず功を奏すろことなかる可し。J (『四洋事情 
外榻』1̂̂ 1全集第ー卷422~423賈。）

<87) r魯西亞に於ては生殺與想の權柄，帝の一手に在り。，画より古■來の流風に從ひ,.各等の人に其身分を許し，まに人心 

に戾るを得ずと雜ども，法を以て論ずれば，帝の權咸には分限なく，ホの存意は卽も® の法なり。千八百十一ィ1:.ホー 
世ァレキサン新令を下だして，魯西亞の國法は'帝位よりも貴しとの旨を布吿し，rセネートj官員ドをして忌請- 
なく 建言■せ しめ， 夭子め詔と雖どもこれを論破すぺき權を許したれども，其名ありて其實なく，此新令を以て未だ魯ぜ 
の特權を制するに足らず。抑も方今後西亞の形勢を察するに，今の政SSを廢しなぱ，他に採用すTiJき策略なかるし。 
卽ち今の政體は下民一般の悅ぶ所なれぱ，其民心に反bて政を施す可らざるはfsiより論を俟たず。旦國民の爲めに謀り 
ても，政治一途に出でX威權赫々 たるに非ざれぱ，期 fH匕を進め其安全を保するの術なし。無數の群民，産なく知なく 
又威力なし0 此小民を支配する政府にして，其政權を國內の-貴族等に分もも民の暴政に苦しむこと♦ 日に百倍し，遂 
にはポ一ランドの撒を踏で國を亡すこと必せり。右の如く國帝の權威特に盛なりと雖ども，.上下共:に其所を失はず，!>rJ 
イ匕日に進み文明月に新にして，文舉技®の士君子，次第に祖加せり。帝の恐るV所の者は唯贵族にして下民に非らず。 

下民》常にホを愈ぶこと軸の如し千A百六十ニザより六十五年に至るまでの間に國內寶奴の法を廢'したるも，小民の 
悅ぶ所にして，貴族等はこれが爲め大に墙をあせり。」（『西洋斬きニ編J同全染ポ卷咖頁。）

<88) [國體は國の本なり。政統も血統も之に從て盛衰を共にするものと云はざるを得ず0 中ホIE室にて政權を失ひ又は血 

統に順逆ありしと雄ども，金細無缺の日本國内にて行はれたるポなれぱこそ今日に在て意氣揚々 たる可けれ，假に在昔 
啓突の人をして組朝のIjfを行はしめなぱ，假余び皇統は述綿たるも日本人の地位に店て決して得意の色を爲す对らず0 

鎌倉の時代には幸にして各英の人もなかりしと雖ども，夸!-:1は現に如人ありて日本國の周明に輔漠せり。時勢のぬ本* 
意を用ひざる可らず。此時に當て日本人の義務は唯この國體を保つの—筋條のみ。國體を保つとは自國の政植を失はざ 
ることなり0 政播を失はざらんとするには人K；のぜ力を進めざる可らす’0 其條r：iは注だ多しと難ども，神カ發生の道に
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.き最接に指摘さるべきは，六八年以降に生ずる相対化過举を通じて，絶対■主義論を自明の前提に

[衆心発連論J の論理が貫徹し, T明治J の 「専制J ) を 「人民J の r智;& 0'に従わしめんとした試

みなのであって，これこそは絶対主義の政治的形態に近代国家の階級的本質をあらわす，後進国型

の上からの途によるね市民ぜi 命"の思想に先取りせられた映像の提示であるから，後進日本の近代
(9り

思想においては丸山氏の著名な福沢論の所見にはんして，r価値半jj断の相対性j が政治的な絶対■主_ 

義と相伴う事実もまた事実として梵明さるべきであろう。 ，

〔一九七六年12月2.日〕

(経资学部助教授）

於て第-̂着の急須は，古習の惑溺を一掃して西m こ行はる、文明の糖神を取るに在り。陰陽五行の惑溺を拂はざれば薛. 
理の道に入る可らず。人事も亦斯の如しP古風束縛の惑溺を除かざれぱ人間の交際は保つ可らず。旣に此惑溺を脫して 
心智•活撥の域に進み，全愈の誉力を以て國權を雄持し國體の基初て定るときは，又何ぞ患る所力、あらん。皇統の連綿を 
持績するが如きは易中のおのみ。jび文明論之概略同全集第四卷32真。）

注（89) r政府は依然たるま制の政府，人民は依然たる無氣無力の思民のみ，或は僅に進歩せしことあるも，これがため勞す
る所の力と费す所の金とに比すれぱ，其奏功見ろに足るもの少なきは何ぞや0蓋しー國の文明は獨り政府の力を以て進. 
む可きものに非らざるなり。0 人或は云く，政府は暫く此愚民を御するに時の術策を巧ひ，其智德の進むを待て後に- 
自から文明の域に入らしむるなりと。此說は言ふ可くして行ふ可らず。我全國の人民數千百年專爛の政治に清められ， 
人々 其心に思ふ所を殺露すること能はず,欺て安全をfeみ詐て罪を遁れ,欺許衛策は人生必需の真と爲り，.不誠不M は- 
日常の習惯と爲り，恥る者もなく怪む者もなく，一:̂ の廉恥旣に地を拂で盡きたり，豈國を思ふに逸あらんや。政府は 
'この惡弊を規めんとして益虛咸を張り，これを囑し.これを叱し，.强て誠實に移らしめんとして却て盐不信に導き，其事- 

- 情恰も火を以て火を救ふが如し。遂に上下の間隔絶して各一無形の氣風を成せり。其氣厥とは所謂rスピリットj な 
るものにて，俄にこれを動す可らず。近日に至り政府のタト形は大に改りたれども,,其堪制抑醒の氣風は今爾存せり。人 
民も稍權利を得るに似たれども, 其卑屈不信の氣風は依然として舊に與ならずJ び学問のすXめ四編JI同全染第三巻49 
-50H) ,

(90) r文化少しく進て世人の精神漸く發生すれは’,智力の方にも自から權を占めて腕力と相對し，智力と腕力と冗に相制 

し冗に相平均して，聊か播威め偏laを防ぐに足るものあり。 今試に世界の諸國を見るに,I?蠻の!̂は勿論，4欄の 

國に於ても，智德ある者は必ず樣々 り關係をはて政府に屬し， 力に依顿して人を治るの事を爲すのみ。成は稀に自か.
，ら一身*のためを謀る者あるも，取にホ學を{おる哦，若しくぱ詩耿文章等の技觀に耽るに過ぎず。人の働を用ること未だ 

廣からずと云ふ可’し。人斯斬く繁多にして身"心の需用次斯こ1̂|カけるに至て，jlti!!]に發明もあり工夫も起り,エ商の事 
も忙はしく擲ijの道も多端にして，又骨日の堪一に安んず可らず。戦闕，政め，ホ寧，詩歌等も撒に人事の內のー筒條 
と爲り't：,獨り墙力をほるを得ず。千百の?}?業，せに發生して共に共成長を競ひ，紹局は此彼同等平均の有様に止て，
2：に相迫り;zr.に相推して，次館に人の品行を高尙の域に進めざるを得ず。是に於てか始て智力に全權を執り，以て文明 

の進歩を思る'01きなり<»_| (『文狐論之概略_|同全̂|$第四卷22~23焚。）
(91) 丸山}な3 r福iK論-ilfの撒学一とくにその時事批判とのほ側-一；j (日高偏前掲-書60〜76宜0) は思想史における服史 

的段附の特殊性を顧みず-̂般化に急なる理論的#察の一典型であろう。 .
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